
災害によって、住宅や家財などに被害を受けた方は、次のような税制
上の措置があります。 
① 雑損控除 
② 災害減免法による所得税の軽減免除 

● 平成30年分確定申告に向け、平成30年11月以降、所得税の減免措置等に
係る制度周知説明会や個別相談会を開催し、雑損控除等に関する制度（手続）
等の広報、周知及び相談を実施してきたところです。 
● 平成30年分確定申告では、被災された納税者の方が雑損控除等を適用する
ことにより、申告件数や相談時間の増加が見込まれるため、雑損控除や災害
減免法等に関する相談については、２月15日以前でも、税務署窓口において
ご相談を受け付けているほか、一部の署では署外会場で相談会等を開催して
います。 
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。 

No, 必要書類 具体例等 

1 り災証明書あるいは被災証明書 ー

2 被害を受けた家屋・土地の所有者、取得
時期、取得価額、面積のわかるもの

工事請負契約書、登記事項証明
書、固定資産税明細書など

3 被害を受けた車両や家財等の取得時期、
取得価額のわかるもの  売買契約書、領収書など 

4 被害を受けた資産に係る修繕費、取り壊
し費用、除去費用などがわかるもの  領収書、請求書、見積書など 

5 
被害を受けた資産について、保険金や補

助金などを受け取った場合（見込まれるも
のを含む）、その金額がわかるもの

 支払通知書、通帳の写しなど 

6 平成30年分の所得金額や所得控除のわ
かるもの

源泉徴収票、青色申告決算書、収
支内訳書など

7 
生計を一にする親族に所得金額が38万

円を超える方がいる場合には、その方の平
成30年分の所得金額がわかるもの 

 源泉徴収票、青色申告決算書、収
支内訳書など 

平成 30 年７月豪雨災害や島根県西部地震などへの対応

１

災害により住宅や家財などに被害を受けた方へ 

詳しくは、次頁へ 

申告･相談に当たって必要な書類 



災害により住宅や家財などに被害を受けた方は、確定申告において①「所得税法」に定める雑損控
除の方法、②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税及び復
興特別所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります。これらの２つの方法には、次のような違
いがあります。 

所得税法（雑損控除） 災害減免法
対象となる 
資産の範囲等

生活に通常必要な資産（注１） 住宅又は家財の損失額（注２）が、その
価額の２分の１以上である場合

控除額の計算
又は 

所得税及び復
興特別所得税
の軽減額 

控除額は次の①と②のうち、いずれか多い方の
金額です。 

①           －

②             －

※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅
失した住宅や家財などの取り壊し、除去、原状
回復費用など災害に関連して支出したやむを得
ない費用をいいます。

軽減額等は次のとおりです。 
その年分の所得
金額

所得税及び復興特
別所得税の軽減額

500万円以下 全額免除
500万円超 
750万円以下 ２分の１の軽減 

750万円超 
1,000万円以下 ４分の１の軽減 

参考事項 

・その年の所得金額から控除しきれない金額が
ある場合には、翌年以後３年間に繰り越して、
各年分の所得金額から控除することができま
す。 
・災害関連支出の金額に係る領収書は、申告書
に添付するか、申告書を提出する際に提示する
必要があります。 
・災害関連支出のうち、災害により生じた土砂
などを除去するための支出、住宅や家財などの
原状回復のための支出（資産が受けた損失の金
額を除きます。）、住宅や家財などの損壊・価値
の減少を防止するための支出については、災害
のやんだ日から１年（やむを得ない事情がある
場合には３年）以内に支出したものが対象とな
ります。

・原則として被害を受けた年分の所得
金額が、1,000万円以下の方に限りま
す。 
・減免を受けた年の翌年分以降は、減免
は受けられません。 

（注１） 棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。 
なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、１個又は１組の価額が30万円を超える貴金属、

書画、骨とう等をいいます。 
（注２） 資産に生じた損失の金額から保険金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。 

災害により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所
得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます（保険金などにより補填される部分の金額
は、必要経費に算入されません。）。 
 また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額（以下「純損失」といいます。）がある場合
には、次のように取り扱います。 
・ 青色申告の場合 

純損失の金額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、又はその年の翌年以後３年間
に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。 

・ 白色申告の場合 
純損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額があるときは、その部分の金額は、翌年以後

３年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。

２

損失額（注２） 

損失額（注２）のうち
災害関連支出の金額

所得金額の
10 分の１

５万円 



平成 30 年１月１日から同年６月 27 日までの期間において、
下表の特定地域内の土地等の贈与を受けた方は、贈与税の申告期
限が平成31年（２０１９年）５月７日(火)まで延長されます。 

また、平成 30年中に下表の特定地域内の土地等の贈与を受け
た方は、平成 30 年分の路線価等に「調整率」を乗じて計算した
価額を基に、贈与税の申告をすることができます。 

都道府県名 特 定 地 域 都道府県名 特 定 地 域
岐阜県 関市 山口県 岩国市、光市
京都府 福知山市、綾部市 徳島県 三好市
兵庫県 神戸市、宍粟市 愛媛県 県内全域
島根県 江津市、邑智郡川本町 高知県 宿毛市、香南市、幡多郡大月町
岡山県 県内全域 福岡県 北九州市、久留米市、飯塚市、嘉麻市
広島県 県内全域 佐賀県 三養基郡基山町

３

詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの
税務署へお問い合わせください。 

平成30年分の贈与税の申告について 



●平成30年分確定申告の受付期間 

所 得 税 等 平成 31 年２月 18 日(月) 平成 31 年３月 15 日(金)

個人事業者の消費税 平成 31 年１月 4 日(金) 平成 31 年４月 1 日(月)

贈 与 税 平成 31 年２月 1 日(金) 平成 31 年３月 15 日(金)

 （注１）所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。 
 （注２）税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、通常、相談・申告書の受付は行ってお

りません。一部の申告会場では、２月24日と3月3日に限り日曜日も相談・申告書
の受付を行います。 

 （注３）贈与税について、一定の条件を満たす方は、平成31年（2019年）５月７日（火）
が申告期限となります。詳しくは、３ページをご参照ください。 

●平成30年分確定申告に係る納期限・振替日  

納 期 限 振 替 日 

所 得 税 等 平成 31 年 ３月 15 日（金） 平成 31 年 ４月 22 日（月）

個人事業者の消費税 平成 31 年 ４月 1 日（月） 平成 31 年 ４月 24 日（水）

贈 与 税 平成 31 年 ３月 15 日（金）

 （注１）納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 
 （注２）振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振

替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注
意ください。 

 （注３）贈与税については、上記（注３）と同様に、納期限が延長となります。 

● 申告相談会場は、“2月18日”から開設してお
ります。

● 署外会場を開設している場合、税務署での確
定申告の相談は行っておりません。

４



国税局 税務署

さらに、平成 31年１月からは…

スマホで見やすい専用画面

ID・パスワード方式で申告完結

給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税など

の寄附金控除を受けるために申告する方は、スマホ専用画面を

ご利用いただけます！

○ ID・パスワード方式を利用して e-Tax で送信すれば申告完了！

○ e-Tax で送信すれば、源泉徴収票などの 添付書類は提出不要！

○ 申告書の控えは PDF 形式で スマホやパソコンに保存！
※ 暫定的な対応であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。 

（国税庁では「マイナンバーカード方式」を推奨しています。） 

５



（控除対象となる配偶者の範囲の拡大） 
● 控除対象となる配偶者の範囲について、配偶者の給与収入金額
の上限が 141 万円から 201 万円（合計所得金額ベースでは 76
万円から 123万円）に拡大されました。 

（納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除の廃止等） 
● 納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除が廃止・縮減さ
れ、配偶者（特別）控除の控除額は、納税者本人と配偶者の給与
収入金額（合計所得金額）に応じて、以下のとおりとなりました。 

配偶者（特別）控除が変わります！
①控除対象となる配偶者の範囲が拡大されました。 

②納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除が

廃止・縮減されました。
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● 確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナ
ーを利用して自宅で作成できます。 

  画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金を自動的に
計算でき、計算誤りの心配もありませんので、是非ご利用ください。 

● 確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができ
ますので、時間や場所を気にする必要がありません。 

  特に、サラリーマンの方の還付申告については、スマートフォン
に適したデザインの専用画面を提供しています（操作方法等は別
紙をご覧ください。）。 

※ 専用画面は、年末調整済みの給与所得者（１か所からの支払のみ）で医療費控除や 
ふるさと納税などの寄附金控除を適用して還付申告をする方がご利用いただけます。 

● 作成した申告書は、e-Tax で送信（電子申告）すれば、税務署に行
くことなく申告手続を完了できます。 
e-Tax で送信（電子申告）する場合、源泉徴収票や保険料控除証明

書などの添付書類を提出いただく必要はありません（注）し、還付金
も早く受け取ることができるというメリットがあります。 
（注）住宅ローン控除関係書類など一定の書類については提出が必要です。 

なお、提出を省略した添付書類は、法定申告期限から５年間、税務署から書類の提
出又は提示を求められることがあります。 

スマホ × 確定申告  
スマート申告始まります！  

① スマートフォンでも申告書を作成 
② 必要項目を入力すれば税金を自動計算 
③ 申告書の提出は自宅から e-Tax で送信 

7



● e-Tax の送信方式は、「マイナンバーカード方式」と「ＩＤ・パ

スワード方式」から選択できるようになりました。 

  ご用意いただくものは次のとおりです。 
マイナンバーカード方式 ＩＤ・パスワード方式

● マイナンバーカード 

●ＩＣカードリーダライタ（マイナンバーカ

ードの電子証明書を読み取るための機器） 

「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載さ

れたe-Tax用の 

● ID（利用者識別番号） 

● パスワード（暗証番号） 

※  ID・パスワード方式は暫定的な方式であるため、お早めにマイナンバーカードの取
得をお願いします。 

● スマートフォンでもＩＤ・パスワード方式を利用して e-Tax で

送信（電子申告）することができます。 

● 平成 30年１月以降、確定申告会場にお越しになられた方で、既

に ID・パスワード方式の届出を提出された方は、「ID・パスワー

ド方式の届出完了通知」が申告書の控えと一緒につづられている

場合がありますので、ご確認ください。 

● e-Tax をご利用になれない方は、申告書をプリンタ（注）で印刷

し、税務署へ郵送してください。 

  確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、税務署の所

在地も自動的に印刷されますので便利です。 
（注）コンビニエンスストア等のプリントサービス（有料）をご利用いただくことも可能
です。 
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別紙 
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● 確定申告書には、申告するご本人の「マイナンバーの記載」及

び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。

 ※ ご自宅等から確定申告書をインターネット（e-Tax）で送信

する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。 

● 確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載す

る場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。 

 ※ これらの方の本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。 

● 本人確認書類とは、次の書類をいいます。 
 ① マイナンバーカード

又は 
 ② 次の「番号確認書類」と「身元確認書類」

番 号 確 認 書 類 身 元 確 認 書 類

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 

● 通知カード 

● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

（マイナンバーの記載があるものに限ります。） 

などのうちいずれか１つ 

《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認で

きる書類》 

● 運転免許証 ● 公的医療保険の被保険者証 

● パスポート ● 身体障害者手帳 

● 在留カード 

● お持ちの方は、税務署から送付される「確定申告のお

知らせ」はがき

などのうちいずれか１つ 

確定申告書には、 

①マイナンバーの記載 
②本人確認書類の提出等 
をお忘れなく！！！ 
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（通常の医療費控除） 
● 医療費控除の申告において、医療費の領収書の提出は不
要です。自宅で5年間保存してください。 

● 代わりに、医療費控除の明細書（集計表）の提出が必要
です。 

● 健康保険組合等から医療費通知の交付を受けている方
は、これを提出することにより、医療費控除の明細書（集
計表）の記載を不要とできます。 

（セルフメディケーション税制） 
● 特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例（セル
フメディケーション税制）が創設されています。 

● セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、
次の共通識別マークが表示されていますのでご確認くだ
さい。 

医療費控除について
①領収書の提出は不要です。 
②明細書（集計表）の提出が必要です。 
③セルフメディケーション税制をご存知ですか。

14



●ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用
した個人取引による所得

（具体例） 
①衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得 

    ※ただし、生活に使用した資産の売却による所得は非課税（確定申告は不要） 

②自家用車などの貸付けによる所得 

③ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得 

●ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得

●競馬等のギャンブルから生じた所得 

※ 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が 20万円以下 
のサラリーマンの方は、確定申告は不要です。
  医療費控除やふるさと納税（寄附金控除）などの適用を受ける場合は、 
20 万円以下であっても確定申告が必要です。 

忘れていませんか、その所得！
特に、以下の副収入の申告漏れにご注意ください。
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《現物取引》

通貨名 ⑨損益合計

通貨名 ④年中売却数量 ⑤年中売却金額 ⑦移出数量 ⑧年末数量

ビットコイン

２　年間取引報告書に関する事項

仮想通貨の計算書（総平均法用）

1,000,000 1.0 3.0

《証拠金取引》

ビットコイン 500,000

通貨名

ＳＴＥＰ２ 仮想通貨  決済    必要事項 入力 茶色 枠囲  

支払手数料

ビットコイン

仮想通貨の所得が簡単に計算できるようになりました。
※仮想通貨の計算書（Excel）は、国税庁ＨＰに掲載しています。

３　上記２以外の取引に関する事項

４　仮想通貨の売却原価の計算

５　仮想通貨の所得金額の計算

年間取引報告書
Ａ交換所発行者氏名 国税　太郎 様

平成 30 年分

氏名 国税　太郎

⑥移入数量

ＳＴＥＰ３ 前年末 残高    年始残高 入力 黒 枠囲  
ＳＴＥＰ４ 売却価額 売却原価 所得金額 自動計算 青字 赤字 

①年始数量 ②年中購入数量 ③年中購入金額

１　仮想通貨の名称

10,000

ビットコイン 5.0 3,000,000 1.0

ＳＴＥＰ１ 年間取引報告書 記載項目 入力 青     赤 緑 枠囲  
【仮想通貨の計算書の作成方法】

取引所の名称
購入 売却

数量 金額 数量 金額

摘要
購入等

合計 5.0 3,000,000 1.0 1,000,000

Ａ交換所 5.0 3,000,000 1.0 1,000,000

年始残高(※) 購入等 総平均単価 売却原価(※) 年末残高・翌年繰越

合計 0 0 1.0 1,000,000

売却等

数量 金額 数量 金額

10 1 ●●電気 決済 1.0 1,000,000

月 日 取引先

(F) 2.0 (H) 3.0

金額 (B) 0 (D) 3,000,000 (E)

数量 (A) 0 (C) 5.0 －

収入金額 必要経費
所得金額

売却価額 証拠金（差益） 売却原価(※) 手数料等 証拠金（差損）

600,000 (G) 1,200,000 (I) 1,800,000

※前年の(H)(I)を記載 ※売却した仮想通貨の取得価額

【参考】
収入金額計 2,500,000
必要経費計 1,210,000

2,000,000 500,000 1,200,000 10,000 1,290,000

※売却した仮想通貨の取得価額

※色       入力    白色    自動計算     16



国税庁からのお知らせ

国税庁 法人番号7000012050002 2019.1

払戻金の支払を受けた方へ

●払戻金の支払を受けた場合には、次の
事項をノートなどに控えてください

開催日 開催場 レース 受取額 投票額

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

12/23 ○○ 11R 2,000 1,000

【記載例】

※国税庁ホームページにて、集計用のフォーマットを提供しています
※インターネット投票等の場合は、上記に相当する画面の写し等でも代用可
※投票額が分からない場合は、受取額とオッズなどから計算してください

競馬、競輪、オートレース、ボートレース
の払戻金は、一時所得として確定申告が
必要となる場合があります
※次ページの払戻金に係る所得金額の計算方法を参照ください

①開催日・開催場・レース
②払戻金に係る受取額
③払戻金に係る投票額

17
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●払戻金に係る一時所得の金額は、
次の順序で計算します。

●最後に確定申告書を作成します。
申告書の作成は作成コーナーが便利。
確定申告書は国税庁ＨＰ（http://www.nta.go.jp/）
の確定申告書等作成コーナーを利用して作成できます。
画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金の
額を自動的に計算でき、計算誤りの心配もありませんの
で、是非ご利用ください。

① 払戻金に係る年間受取額を計算する
② 払戻金に係る年間投票額を計算する
③ ①－②－50万円した金額を計算する
④ ③×1/2した金額を計算する

●ご不明な点やご質問は、最寄りの税務署
にお問い合わせください。

※税務署の連絡先は国税庁HPをご覧ください。

※上記④がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありません

18



● 住宅ローン控除について、次の誤りにご注意ください。 
 ① 住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例（贈与

特例）の適用を受けたにもかかわらず、その適用を受けた住宅
取得等資金の額を、住宅の取得価額等から差し引いて住宅ロー
ン控除額を計算しなかった。 

 ② 居住していた住宅について、譲渡特例の適用を受けたにもか
かわらず、住宅ローン控除を受けた。 

※ 上記①及び②について、詳しくは次ページを参照ください。 

● ふるさと納税について、ワンストップ特例を申請された方であ
っても、「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が５
団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となり
ますのでご注意ください。 

● 予定納税額について、申告書への記載漏れにご注意ください。 
  予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」
に記載されています。 

● 次の添付書類の提出漏れにご注意ください。 
 ① 給与や年金の「源泉徴収票」（原本） 
 ② 住宅ローン控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事

項証明書」や「年末残高証明書」など 

ご 注 意 く だ さ い ！！！ 
① 住宅ローン控除の誤り 
② ふるさと納税の申告漏れ 
③ 予定納税額の記載漏れ 
④ 添付書類の提出漏れ

19



● 個人が新居に住み始めた年分及びその前後２年分ず
つの計５年の間に、譲渡特例の適用を受ける場合（注）、
その新居について住宅ローン控除の適用を受けること
ができません。

② 住宅ローン控除と譲渡特例との重複適用

Ｘ－２年 Ｘ－１年 Ｘ年 Ｘ＋１年 Ｘ＋２年

いずれかの年で、居住していた住宅の譲渡の特例を受ける場合

入居した年

（注）「譲渡特例の適用を受ける場合」とは、①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税率の特例）、
②居住用財産の譲渡所得の特別控除（3,000万円の特別控除）（被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を除きま
す。）、③特定の居住用財産の買換え等の特例、④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換
え等の特例、のいずれかの適用を受ける場合をいい、新居に住み始めた年分に住宅ローン控除の適用を受け、その翌年又は
翌々年中にその新居を売却して上記①～④の特例の適用を受ける場合を除きます。

新居に
住み始めた年分

いずれかの年分で、以前に居住していた住宅について譲渡特例の適用を受ける場合 住宅   控除は
適用できません！

① 住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税
特例（贈与特例）の適用を受けた場合の住宅ローン
控除額の計算誤り

● 住宅ローン控除額は「住宅の取得価額等」と「住宅
ローンの年末残高」のいずれか低い方の金額に基づき
計算します。
● その際、住宅取得等資金について贈与特例の適用を
受けた場合（注）は、その適用を受けた受贈額を住宅の取
得価額等から差し引く必要があります。

×
○ 住

宅
ロ
ー
ン
の

年
末
残
高

住
宅
の
取
得
価
額
等

住宅   控除額
の計算の基礎にな
る金額

贈与特例 
適用を受けた
受贈額
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（注）「贈与特例の適用を受けた場合」とは、①住宅取得等資金の贈与税の非課税、②住宅取得等資金の贈与を受けた

場合の相続時精算課税選択の特例の適用を受けた場合をいいます。



ご自宅からの申告をサポートしています！ 
 「確定申告特集ページ」のご案内 

【確定申告特集ページ】

国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）では、「確定申告特集ページ」

を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。 

確定申告特集ページでは、 

パソコンやスマホで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」 

パソコンやスマホで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax 

お問合せの多い事項のQ＆A 

などをご利用いただけます。

確定申告に関する情報について
分かりやすくご案内 確定申告書等作成コーナー 

確定申告書等作成コーナーのリニューアルの主な概要や e-Tax で申告する際の
事前準備について重要なお知らせとしてご案内
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